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参考資料                        
１ 多摩市都市計画に関する基本的な方針改定までの経過  

１．改定体制 

○意見・提言 

○市民意向調査 

○説明会 

○地域別構想市民ワークショップ 

○多摩市都市計画審議会 多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会 

○多摩市都市計画に関する基本的な方針改定検討委員会（庁内検討組織） 

○多摩市都市計画に関する基本的な方針改定検討委員会幹事会（庁内検討組織） 

【市民参加】 

市 長 

【庁外組織】 
答申 

市 議 会 

諮問 

報告 

意見提案 

情報提供 

素案提示

都市計画審議会 

パブリックコメント 

意見・提言 

説明会 

市民意向調査 

地域別構想 

市民ワークショップ 

検討委員会 

幹 事 会 

特別委員会 

設
置

【庁内検討組織】 報
告
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２．改定の経過 

【平成 23年】 

月 日 内容 
2 月 4 日 ◆多摩市長から多摩市都市計画審議会会長へ「多摩市都市計画に関する

基本的な方針改定について」諮問 

3 月 3 日～ 

9 月 30 日 

○市民からの意見・提言の募集 

 提出者 7名 

3 月 9 日～ 

3 月 29 日 

○市民意向調査の実施 

 提出者 977 名 

5 月 11 日 ◇第 1回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定検討委員会 

（策定経過、スケジュール） 

5 月 20 日 ◆第 1回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会 

（策定経過、スケジュール） 

6 月 23 日 ◇第 1回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定検討委員会幹事会 

（策定経過、スケジュール、施策の実施状況・予定（その１）） 

7 月 25 日 ◆多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会 

（現地視察） 

7 月 28 日 ◇第 2回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定検討委員会幹事会 

（施策の実施状況・予定（その２）） 

8 月 11 日 ◆第 2回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会 

（改定体制、主な検討テーマ） 

8 月 29 日 ◇第 2回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定検討委員会 

（改定体制、施策の実施状況・予定） 

9 月 14 日 ◇第 3回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定検討委員会 

（現状と課題（その１）、目標と方向性） 

10 月 6 日 ◆第 3回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会 

（現状と課題（その１）、目標と方向性） 

10 月 31 日 ◇第 4回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定検討委員会 

（現状と課題（その２）、まちづくりの基本方針（その１）） 

11 月 17 日 ◆第 4回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会 

（現状と課題（その２）、まちづくりの基本方針（その１）） 

11 月 30 日 ◇第 5回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定検討委員会 

（まちづくりの基本方針（その２）） 

12 月 15 日 ◆第 5回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会 

（まちづくりの基本方針（その２）） 

（○…市民参加、◇…庁内検討組織、◆…庁外組織） 
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【平成 24年】 

月 日 内容 
1 月 31 日 ◇第 6回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定検討委員会 

（改定骨子案） 

2 月 2 日 ◆第 6回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会 

（改定骨子案（その１）） 

4 月 6 日 ◆第 7回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会 

（改定骨子案（その２）） 

4 月 21・24・

26 日 

○中間報告説明会の開催 

市内 4箇所で開催、参加者 18 名 

6 月 16・24

日、7月 1・

7 日 

○地域別構想市民ワークショップの実施 

計 4回開催、参加者 83 名 

8 月 6 日 ◇第 7回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定検討委員会 

（地域別まちづくりの方針） 

8 月 31 日 ◆第 8回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会 

（地域別まちづくりの方針（その１）） 

10 月 9 日 ◆第 9回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会 

（地域別まちづくりの方針（その２）） 

11 月 5 日 ◆第 10 回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会 

（方針の実現に向けて） 

11 月 28 日 ◇第 8回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定検討委員会 

（方針の実現に向けて） 

12 月 7 日～

12 月 21 日 

○パブリックコメントの募集 

 提出者 14 名 

12 月 8 日 

12 月 13 日 

○説明会の開催 

市内 3箇所で開催、参加者 20 名 

【平成 25年】 

月 日 内容 
1 月 30 日 ◆第 11 回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会 

（改定案について） 

2 月 12 日 ◇第 9回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定検討委員会 

（改定案について） 

2 月 22 日 ◆多摩市都市計画審議会会長から多摩市長へ「多摩市都市計画に関する

基本的な方針改定について」答申 

3 月 20 日～

4 月 3 日 

○パブリックコメントの募集 

 提出者 4名 

（○…市民参加、◇…庁内検討組織、◆…庁外組織） 
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３．地域別構想市民ワークショップ 

（１）地域別構想市民ワークショップの経過 

「多摩市都市計画に関する基本的な方針」の改定にあたり、地域ごとの街づ

くりの構想について、市民ワークショップを開催した。 

市の広報やホームページに掲載するほか、自治会、管理組合及び無作為に抽

出した 2,000 人の市民に募集をかけた結果、最年少は 21 歳、最年長は 83 歳の

幅広い世代の方 83名の参加があった。 

 

 
 

開催日時 対象地域 会場 

【第 1回】 

全体説明会 

平成24年6月16日（土）

13：00～15：00 
全地域 

市役所 西第 1・2・3 会

議室 

【第 2回】 

地域別 

ワークショップ 

（1回目） 

平成24年6月24日（日）

9：30～12：00 

第 1～4 地域 

(地域に分かれての検討)

関戸・一ノ宮コミュニテ

ィセンター 

つむぎ館 第一会議室他

平成24年6月24日（日）

14：00～16：30 

第 5～8 地域 

(地域に分かれての検討)

ココリア多摩センター 

ココリアホール（7F） 

【第 3回】 

地域別 

ワークショップ 

（2回目） 

平成 24年 7月 1日（日）

9：30～12：00 

第 1～4 地域 

(地域に分かれての検討)

関戸・一ノ宮コミュニテ

ィセンター 

つむぎ館 第一会議室他

平成 24年 7月 1日（日）

14：00～16：30 

第 5～8 地域 

(地域に分かれての検討)

ココリア多摩センター 

ココリアホール（7F） 

【第 4回】 

全体会（報告会） 

平成 24年 7月 7日（土）

13：00～16：00 
全地域 

市役所 西第 1・2・3 会

議室 

 

地域名 対象地域 参加者

第 1地域 一ノ宮、関戸、東寺方 13 名 

第 2 地域 連光寺、馬引沢、聖ヶ丘 7 名 

第 3 地域 桜ヶ丘、関戸、貝取、乞田 10 名 

第 4 地域 
東寺方、落川、百草、和田、

愛宕、乞田 9 名 

第 5 地域 諏訪、永山 13 名 

第 6 地域 貝取、豊ヶ丘、南野 9 名 

第 7 地域 落合、鶴牧、南野 14 名 

第 8 地域 山王下、中沢、唐木田、南野 8名 

合 計 － 83 名 
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（２）ワークショップ意見概要 

【第１地域（一ノ宮、関戸１～４丁目、東寺方１丁目）】 
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【第２地域（連光寺、馬引沢、聖ヶ丘）】 
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【第３地域（桜ヶ丘、関戸５・６丁目、貝取、乞田）】 
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【第４地域（東寺方、落川、百草、和田、愛宕、乞田）】 
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【第５地域（諏訪、永山）】 
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【第６地域（貝取、豊ヶ丘、南野１・２丁目）】 
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【第７地域（落合、鶴牧、南野２・３丁目）】 



 

191 

序 

章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

参
考
資
料 



 

192 

序 

章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

参
考
資
料 

 
【第８地域（山王下、中沢、唐木田、南野３丁目）】 
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４．特別委員会委員名簿 

番

号 氏 名 所属・選出 備考 

１ 中
なか

 林
ばやし

 一
いつ

 樹
き

 
委員長 
都市計画審議会委員・学識 

明治大学大学院 政治

経済学研究科 

特任教授 

２ 西
にし

 浦
うら

 定
さだ

 継
つぐ

 
副委員長 
都市計画審議会委員・学識 

明星大学 情報科学セ

ンター長 総合理工学

部 教授 （環境・生態

学系) 

３ 浅
あさ

 倉
くら

 義
よし

 信
のぶ

 都市計画審議会委員・学識  

５ 宇
う

 野
の

 健
けん

 一
いち

 都市計画審議会臨時委員・学識 街づくり審査会委員 

６ 尾
お

 中
なか

 信
のぶ

 夫
お

 都市計画審議会委員・学識  

７ 金
かな

 井
い

 希
まれ

 介
すけ

 都市計画審議会委員・市民委員 平成 23 年度 

７ 鳥
とり

 海
うみ

 圭
けい

 子
こ

 都市計画審議会委員・市民委員 平成 24 年度 

８ 小
こ

 暮
ぐれ

 和
かず

 幸
ゆき

 都市計画審議会委員・関係行政機関 多摩市農業委員会会長 

９ 髙
たか

 橋
はし

 琢
たく

 郎
ろう

 都市計画審議会委員・市民委員  

10 千
ち

 葉
ば

 義
よし

 胤
たね

 都市計画審議会委員・市民委員  

11 成
なる

 瀬
せ

 惠
やす

 宏
ひろ

 都市計画審議会臨時委員・学識 街づくり審査会委員 

12 松
まつ

 本
もと

 暢
のぶ

 子
こ

 都市計画審議会臨時委員・学識 
街づくり審査会委員 
大妻女子大学社会情報

学部教授 

13 水
みず

 野
の

 晴
はる

 行
ゆき

 都市計画審議会委員・学識 多摩商工会議所常議員 

14 薬
み

袋
ない

 奈
な

美
み

子
こ

 都市計画審議会委員・学識 日本女子大学 家政学

部住居学科 講師 

15 村
むら

 野
の

  章
あきら

 都市計画審議会臨時委員・学識 
街づくり審査会委員 
(社 )東京都宅地建物取
引業協会 南多摩支部

支部長 

16 横
よこ

 山
やま

 眞
ま

 理
り

 都市計画審議会臨時委員・学識 街づくり審査会委員 
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５．検討委員会設置要綱 
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≪あ行≫ 

【阿弥陀
あ み だ

三尊
さんぞん

来迎
らいごう

板碑
い た び

(多摩市指定有形民

俗文化財)】 

板碑とは、青
あお

石塔
いしとう

婆
ば

とも言われ、死者

の供養のために立てられた板石です。鎌

倉時代前半頃から関東地方を中心に造ら

れました。この板碑は鎌倉街道に面した

小山家裏山出土です。鎌倉時代末、元亨
げんこう

三

年（1323 年）造立されたもので、

阿弥陀如来
あ み だ に ょ ら い

などが彫られ、図柄に優れて

います。高さ 127cm、幅 33cm です。 

 

【アメニティ】 

環境の快適性、魅力ある環境、生活の

質などと訳されます。広義には、精神的

な快適さをも視点にいれた環境の質に対

する総合的概念でとらえられますが、具

体的には、快適な場所、気候、景観をい

います。 

 

【遺跡庭園縄文の村】 

遺跡庭園縄文の村は、多摩ニュータウ

ン№57遺跡（東京都指定史跡）の一部で、

3 軒の復元住居や当時「村」の周りに生

えていたと思われる植物などが植えられ

ています。 

 

【溢水
いっすい

】 

水があふれ出ることです。 

 

【稲荷
い な り

塚
づか

古墳
こ ふ ん

 (東京都指定史跡)】 

稲荷塚古墳は多摩地域で墳
ふん

丘
きゅう

（人工の

盛土
もりつち

）が残る数少ない古墳の一つで、築

造された年代は 7 世紀前半と推定されて

います。 

昭和 61 年・平成 2年に墳丘の周囲等を 

 

確認調査した結果、周溝が確認され、径

38ｍの八角形墳であると考えられていま

す。八角形墳は畿内などで 10数例が知ら

れている類例の少ない古墳です。 

古墳の埋葬施設は玄室
げんしつ

、前室
ぜんしつ

、羨道
せんどう

の

3 室からなる横穴式石室です。玄室、前

室の平面形は楕円形（胴張り）、切石を積

み上げて石室が造られています。石室は

保護のため現在は埋め戻されていますが、

その平面形が分かるように表示がされて

います。 

 

【沿道型商業・業務地】 

幹線道路沿線に立地する、自動車交通

へのサービスを提供するサービスのこと

です。従来は、都市郊外部の幹線道路沿

道に立地するドライブイン、ガソリンス

タンドなどをいいました。近年は、都市

内部の幹線道路に立地するファミリーレ

ストラン、日曜大工店、運輸施設なども

いうようになっています。 

 

【オープンスペース】 

公園、広場、河川、湖沼、山林、農地

など建物によって覆われていない土地の

総称で、都市計画法の用語として公共空

地があります。 

 

【小野神社】 

市内で最も古く、格式のある神社です。

奈良時代（8 世紀）の文献に、その名前

が見える古社で、平安時代（10 世紀）の

「延喜
え ん ぎ

式
しき

神名帳
じんみょうちょう

」では多摩郡 8 箇所の

式内社のひとつとなっています。 

また、武蔵
むさしの

国
くに

総社
そうじゃ

である府中の大国
おおくに

魂
たま

神社
じんじゃ

の六所宮
ろくしょぐう

の東
とう

殿
でん

第一位として祀られ、
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一ノ宮と呼ばれるようになりました。 

境内の収蔵庫内には東京都指定有形文

化財となっている木造随身倚像
もくぞうずいしんいぞう

2 体があ

ります。1体は鎌倉時代の元応
げんおう

元年（1319

年）の作で、高さ約 75 cm、もう 1 体は

江戸時代初期の寛永
かんえい

5 年（1628 年）のも

のです。通常、未公開ですが、年 1 回特

別公開を行っています。 

 

≪か行≫ 

【回遊性】 

まちの中を遊覧して歩き回ることがで

きるようなしくみのことです。回遊性を

高めると目的だけで完結せずに、目的外

の施設にも立ち寄るようになり、全体的

な活性化につながります。 

 

【街区公園】 

主として街区内に居住する人の利用に

供することを目的とする公園で誘致距離

250ｍの範囲内で 1 カ所当たり面積

0.25ha を標準として配置します。 

 

【街路（空間）】 

歩行者や自転車の通行機能を果たす施

設で、市街地内の道路を総称していいま

す。狭義には都市計画道路をいいます。 

 

【霞
かすみ

ノ
の

関南
せきみなみ

木戸
き ど

柵
さく

跡
あと

(東京都指定史跡)】 

昭和 36 年 1 月 30 日に指定された、鎌

倉時代の建
けん

保
ぽう

元年（1213 年）鎌倉街道に

設置された関所
せきしょ

の南木戸の柵跡です。昭

和 35年の発掘調査で発見され、現在、熊

野神社境内参道に平行し 10 ヶ所、柵柱跡

が擬
ぎ

木
ぼく

により復元されています。関戸の

地名もここに由来すると言われ、関所の

名は「霞ノ関
かすみのせき

」ないし、小山田氏の領地

であったことから「小山田ノ関
お や ま だ の せ き

」とよば

れていました。中世の関所としては数少

なく、地名にも残るなど、歴史上も重要

な遺跡です。 

 

【幹線道路】 

道路網の中で、主要な役割を果たす道

路で、全国または地域的には、広幅員、

広規模の道路が多くなっています。都市

内においては、根幹的自動車交通路とし

て位置付けられ、近隣住区の構成および

土地の骨格の形成をなします。 

 

【旧有山家住宅
きゅうありやまけじゅうたく

(多摩市指定有形文化財)】 

乞田の有山茂章氏より寄贈されたもの

を移築復元したものです。江戸時代、18

世紀前半頃の建築と推定されます。

寄棟造り
よせむねづくり

の農家で、古い構造が各所に見

られます。内部の見学もできます。 

 

【旧多摩聖蹟
きゅうたませいせき

記念館
きねんかん

(多摩市指定有形文化

財、東京都景観上重要な歴史的建造物)】 

明治天皇の 4 回にわたる多摩市への行

幸を記念し、昭和 5 年に元宮内
く な い

大臣伯爵

田中光顕が、同志とともに建設した洋風

建築物です。オーストリアとドイツの建

築デザインの影響を受けていて、多摩地

域では数少ない昭和初期の洋風建築物で

す。設計者関根要太郎、面積約 397 ㎡、

高さ約 11ｍ、鉄筋コンクリート造、地上

1階建の建築物です。 

 

【狭あい道路】 

幅が狭い道路のことで、一般に幅員が

4ｍ未満のものを狭あい道路といいます。 

 

【業務核都市】 

「首都改造計画」で提起されている構

想です。東京都心部への一極依存構造を

改めるためには、東京区部以外の地域に

「自立都市圏」を形成する必要があると
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し、そのために、その地域の経済的自立

性を目指す「業務核都市」とこれに準ず

る副次核都市を育成するとしています。

多摩自立都市圏の業務核都市は、八王子

市・立川市・多摩市です。 

 

【業務施設】 

業務機能が主体的に立地し、都市の中

心部の交通の便利な最も地価の高い地域

に集中し、都心を形成し、逐次外延的に

広がる傾向をもちます。具体的な施設と

しては、銀行や証券会社などがあります。 

 

【拠点地区】 

各地域の特性と既成の都市集積と関連

させた大規模な開発拠点を設定し、この

拠点開発を中心にして、地域全体の経済

圏を形成することで地域の発展を期待す

るものです。 

 

【都市基盤の整備】 

都市基盤とは、道路、鉄道、河川、公

園、学校、その他の公共施設などの都市

施設のことをさし、生活の基盤となるこ

れらの施設の整備は、都市づくりにおい

ては非常に重要です。 

 

【近隣公園】 

公園から 500m の範囲内に居住してい

る人が利用することを目的とする公園で、

一箇所当たりの面積は 2ha を標準として

います。幼児から老人までのすべての年

齢層の利用を考えた都市計画上の基本的

な公園で、コミュニティ社会の形成に役

立ちます。 

 

【近隣センター】 

多摩ニュータウンには、各住区内にお

ける徒歩の利用を前提として、日用最寄

り品を扱う小売店、飲食店、理容店など

の商店街と公益的施設を持った近隣セン

ターが配置されています。具体的な施設

としては、交番や郵便局などがあります。 

 

【建築協定】 

住宅地や商店街などの環境や利便性を

維持増進したり、環境を改善するために、

土地所有者等が全員の合意により建築物

の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠

などに関して定めた協定です。 

 

【建ぺい率】 

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築

面積（建坪）の割合のことであり、防火

上と住環境配慮目的があります。都市計

画で用途地域毎に制限が定められており、

建築基準法上、原則として指定建ぺい率

を上回る建築面積の建物を建ててはなら

ないことになっています。 

 

【広域公園】 

主として一市町村の区域を超える広域

のレクリエーション需要を充足すること

を目的とする公園で、地方生活圏など広

域的なブロック内の容易に利用可能な場

所に1カ所当たり面積50ha以上を標準と

して配置します。 

 

【高架化】 

鉄道の高架化は市街地などで、地上か

ら高く支台を架設し、その上に鉄道を敷

設することをいいます。 

 

【公共公益施設】 

住民の生活行動を支える施設全般をい

います。道路や公園などの公共施設と、

教育機関、行政施設、コミュニティ施設、

商業施設などの公益施設の総称です。 
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【公共交通機関】 

定められた路線を所定の停車を行いな

がら運行する、不特定の人によって利用

される交通機関です。バス、列車、路面

電車などの交通機関が含まれます。 

 

【高度地区】 

都市計画法第９条に定める「用途地域

内」において市街地の環境を維持し、ま

たは土地利用の増進を図るため、建築物

の高さの最高限度または最低限度を定め

る地区です。用途地域の指定があるとこ

ろに重ねて指定され、用途地域の指定を

補完します。環境維持のために建築物の

高さを制限したり、高度利用のために低

さを制限したりする地区に定められます。 

本市では、斜線型のルールに加え、絶

対高さ制限が定められており、高度地区

内における建築物の高さは、都市計画で

定められた内容に適合するものでなけれ

ばなりません。 

 

【コミュニティ】 

地域社会、地域共同体、近隣社会など

と訳されます。一定の広がりをもった近

隣住区、小学校区ぐらいの住宅地の地域

的な組織のこと、あるいは、日常生活圏

域としての都市計画の計画単位のことで

す。今日では、地方自治体の場で、コミ

ュニティ形成の必要性とコミュニティづ

くりの実践がなされています。 

 

【コミュニティセンター】 

世代を越えた心豊かなふれあいと多様

な市民活動の拠点となる施設です。コミ

ュニティセンターの整備構想から開館後

の運営まで広範な地域住民の参画を得て

行われています。 

 

≪さ行≫ 

【市街化区域・市街化調整区域】 

都市計画法に基づく都市計画区域のう

ち、市街地として積極的に開発整備する

区域を市街化区域といいます。具体的に

は、既に市街地を形成している区域、お

よびおおむね 10 年以内に優先的かつ計

画的に市街化を図るべき区域をいいます。 

都市計画法に基づく都市計画区域のう

ち、市街化を抑制すべき区域を市街化調

整区域といいます。市街化調整区域内で

は、農林漁業用の建物や一定規模以上の

計画開発などを除き開発行為を許可され

ず、また原則として用途地域を定めない

こととされ、市街化を促進する都市施設

は定めないものとされています。なお、

市街化調整区域は多摩市域においては多

摩川河川区域のみとなっています。 

 

【市街地再開発事業】 

都市再開発法に基づき市街地の土地の

合理的かつ健全な高度利用と都市機能の

更新を図るため、建築物および建築敷地

の整備とあわせて公共施設の整備を行う

事業です。 

 

【地蔵
じ ぞ う

菩薩像
ぼさつぞう

(多摩市指定有形民俗文化財)】 

地蔵菩薩像
じぞうぼさ つ ぞ う

は寛文
かんぶん

8 年（1668 年）のも

ので、市内の地蔵石仏としては 2 番目に

古く、高さ 130cm です。江戸時代の古い

頃からの民間信仰を知ることのできるも

のです。 

 

【斜面緑地】 

多摩丘陵の面影を残す斜面地の緑は、

環境や都市景観の向上に大きな役割を果

たしており、視覚的な緑を確保する施策

として、ますます重要になるものと考え

られます。 
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【修景整備】 

都市計画や道路計画で、自然の美しさ

を損なわないように風景を整備すること

です。 

 

【住宅ストック】 

現在存在している住宅のことをいいま

す。 

 

【生涯学習】 

人が生涯を通じて行う主体的な学習活

動をいいます。例えば、文化・スポーツ

活動、趣味、レクリエーション活動、コ

ミュニティ活動、ボランティア活動など

があります。 

個人の学習意識を基本として自らの意

思で自己実現を図って、自己の充実した

人生を送ることや、社会的存在として共

に生きる社会との共存を基調とした「生

活の場」を、より「生活しやすい場」へ

変えていくことなどの手段になっていま

す。 

 

【職住近接】 

働く職場の近くに住居を定めることで

す。単に職場と住居の距離的な近接を意

味するだけでなく、労働と居住といった

都市活動を一つの社会的空間内で行われ

る自足的な社会づくりをさしていいます。 

 

【自立都市(圏）】 

首都改造計画では東京大都市圏におい

て核都市を戦略的に育成し、核都市を中

心として、それぞれの地域の特性をふま

え諸機能を高め、新しい地域社会を形成

することとしています。この新しい地域

社会を自立都市圏といいます。自立都市

圏は①多様な就業機会を有する②圏域レ

ベルに応じた生活サービスが充足されて

いる③地域文化・地域コミュニティを形

成している地域社会であるとしています。

東京都については、三多摩地域を多摩自

立都市圏として形成することとされてい

ます。 

 

【人口フレーム】 

フレームとは枠のことで、人口フレー

ムとは将来の人口のおおむねの推計値の

枠組みのことです。 

 

【新住宅市街地開発事業】 

新住宅市街地開発法に基づき人口集中

の著しい市街地周辺の地域において、健

全な住宅市街地の開発および居住環境の

良好な住宅地の大規模な供給を図ること

を目的に行われる事業です。 

 

【親水化】 

市街地内の河川などの水辺空間は治水

の観点による整備が進んだため、住民と

水辺空間が疎遠になったり、生態系が破

壊される等の弊害が出てきています。そ

こで河川などの水辺空間を、水や自然と

触れ合える空間として位置付けることを

いいます。 

 

【生活環境】 

住生活を営むうえで安全性、保健性、

利便性、快適性などの総合的な状況をい

います。具体的には生活環境施設水準、

交通輸送施設の水準、公害や災害からの

安全性といった地区単位の生活環境のほ

か、日照、通風といった建物単位の生活

環境があります。 
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【生産緑地(地区)】 

都市計画法に基づく地域地区の一種で、

農林漁業との調整を図りつつ、良好な都

市環境の形成に資するために、市街化区

域内の農地・採草放牧地・森林・池沼な

どのうち、公害や災害の防止など良好な

生活環境の確保に相当の効用があり、か

つ、公園・緑地など公共施設などの敷地

の用に供する土地として適しているもの

を市町村が指定した地区です。生産緑地

地区は、生産緑地法に基づく地区で、市

街化区域内の農地を保全することにより、

良好な都市環境の形成を図るものです。 

 

【ソフト】 

本来は、コンピューターのプログラム

をはじめとする利用技術のことをいいま

す。今日では、物的なもの以外の利用、

運用などの事柄を表す言葉として使用さ

れています。 

 

≪た行≫ 

【大規模小売店舗立地法】 

大規模小売店舗の立地に伴う交通渋滞、

騒音、廃棄物等の周辺生活環境への影響

を緩和し、大型小売店と地域社会との融

和を図るための制度として、建物の設置

者（所有者）が、大規模小売店舗を設置

しようとする場合に配慮すべき事項を中

心に定められています。 

 

【多摩市街づくり条例】 

多摩市では、市民・事業者・市との協

働の街づくりを進めるため、「多摩市街づ

くり条例」を制定しました。 

条例の構成は、第 1 章 総則、第 2 章 

街づくりに関する施策等、第 3 章 多摩

市街づくり審査会、第 4 章 協働の街づ

くり、第 5 章 秩序ある街づくり、第 6

章 協調協議の街づくり、第 7 章 街づ

くり活動への支援等、第 8 章 補則（本

文 25ページ、164 ページ参照） 

 

【地区計画】 

大都市近郊におけるミニ開発や無秩序

な市街化を防ぎ、良好な市街地の環境を

形成し、保全するため、建築物の敷地、

位置、構造、用途、形態、意匠などに関

する制限や道路、公園・緑地などの確保

を都市計画により定めるものです。 

 

【地区公園】 

主として徒歩圏区域内に居住する者の

利用に供することを目的とする公園で、

誘致距離 1 ㎞の範囲内で 1 箇所当り 4ha

を標準として配置します。 

 

【低未利用地】 

適正な利用が図られるべき土地である

にもかかわらず、長期間に渡り利用され

ていない「未利用地」と、周辺地域の利

用状況に比べて利用の程度（利用頻度、

整備水準、管理状況など）が低い「低利

用地」の総称をいいます。 

 

【道路率】 

都市における市街地面積などに対して

道路面積の百分率（％）をいいます。あ

る地区での道路の整備状況を示す指標で

あり、道路率は、良好な住宅地などの場

合は通常 15～20％、都心地域などでは

25％から 30％近くになります。 

 

【特別業務地区】 

通常の用途地域地区制度と違い、市や

都条例などを定めて建物用途などを別途

に制限できるように、都市計画法で定め

る特別用途地区の一種です。多摩市にあ



 

203 

第
４
章 

第
５
章 

参
考
資
料 

序 

章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

る特別業務地区は、ベッドタウンからの

脱却を目指して企業誘致を開始したもの

であり、地区計画に適合した建築物につ

いて、通常の用途制限より作業場の床面

積を市条例によって一部緩和し、職住近

接のまちづくりを推進しています。 

 

【都市計画道路】 

都市計画法第 11 条によって定められ

た都市施設の一つであり、都市計画によ

って指定される道路です。自動車専用道

路、幹線道路などの道路の種別、および

幅員、構造形式、交差内容などの道路の

構造が対象となります。 

 

【都市緑地】 

都市公園法に基づく都市公園の一種で、

都市の自然的環境の保全・改善、都市景

観の向上を図るために設けられる緑地で

す。市街地に樹林地の保全、再開発や大

規模宅地開発に際しての緑地の設置など

を通じて整備されます。 

 

【土地区画整理事業】 

土地区画整理法に基づき、都市計画区

域内の土地について、公共施設の整備改

善および宅地の利用増進を図るために行

われる土地の区画形質の変更や公共施設

の整備に関する事業です。事業のしくみ

としては、土地所有者等の権利者が土地

の一部を提供して（減歩）、それを道路や

公園などの新たな公共用地として活用し、

良好な環境を持った市街地を整備し、権

利者の権利応分に応じて土地を換地し、

完了します。 

 

【土地利用】 

ある地区の土地を、さまざまな用途お

よび形態に使い分けることです。あるい

は、土地をもっとも合理的に利用するこ

とをいいます。 

 

≪な行≫ 

【念仏
ねんぶつ

供養
く よ う

板碑
い た び

(多摩市指定有形民俗文化財)】 

室町時代の文明
ぶんめい

2 年（1470 年）に建て

られた画像板碑であり、市内最大の板碑

（高さ約 120cm）です。一族の人々が

念仏講
ねんぶつこう

を行って共同で作ったもので、関

戸の小山家所有の阿弥陀
あ み だ

三尊
さんぞん

来迎
らいごう

板碑
い た び

と

共に多摩市を代表する板碑です。 

 

【法面
のりめん

】 

道路、堤防などの築造や宅地造成など

の際に、切土あるいは盛土によって生じ

た土の斜面をいいます。 

 

【農の風景育成地区】 

東京都が、減少しつつある農地を保全

し、農ある風景を将来に引き継ぐために

創設した制度の地区のことです。この制

度では農地や屋敷林などが比較的まとま

って残る地区を指定し、区市町と協力し

て、農地等の保全を図るために都市計画

制度などを積極的に活用することとして

おり、地域のまちづくりと連携しながら

農のある風景を保全、育成していきます。 

 

≪は行≫ 

【バリアフリー】 

身体障害者や高齢者などが社会生活を

営むうえで支障がないように施設を設計

することです。また、そのように設計さ

れたものをいいます。 

 

【不燃化】 

建築物の更新の際に耐火建築物または

準耐火建築物にすることです。 
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【ペデストリアンデッキ】 

「歩行者回廊」「公共歩廊」とも言われ、

高架等によって車道から立体的に分離さ

れた歩行者専用の通路のことです。大規

模なものになると広場の機能も併せもち

ます。 

 

【歩行者専用道路】 

道路法に規定された歩行者専用道路に

限定する場合と、これに加え、道路交通

法に基づく歩行者専用道路や都市公園法

に基づく緑道などを包括して歩行者専用

道路と称する場合があります。いずれの

場合も歩行者の安全で快適な歩行を確保

することにおいては同様の効果を発揮す

るものであり、歩行のための機能に加え、

広場的、公園的機能をもつものです。 

 

≪ま行≫ 

【ミニバス】 

市内の交通不便地域の解消と高齢者や

障害者などの公共交通の利便を高めるた

め、路線バスの補完対策として導入する

もので、公共公益施設への足として、ま

た地域住民相互の交流・コミュニティの

育成・高齢者や障害者などにとって利用

しやすいものとして考慮され、多摩市が

バスの運行事業者へ運行経費に一部を補

助し、運行するものです。また、車両は

路線バスの運行の難しい幅員の狭い道路

でも通行できる小型バスです。 

 

【モータリゼーション】 

「動力化」「自動車化」を意味する言葉

で、すなわち自動車が社会と大衆に広く

普及し、生活必需品化する現象、自家用

乗用車の普及という意味でいわれること

が多いです。 

 

≪や行≫ 

【谷戸
や と

】 

丘陵地が侵食されて形成された谷状の

地形のことです。また、そのような地形

を利用した農業とそれに付随する生態系

を指すこともあります。 

 

【ユニバーサル社会】 

年齢や障害の有無などにかかわらず、

すべての人が地域社会の一員として支え

合うなかで、安心して暮らし、一人ひと

りが持てる力を発揮して元気に活動でき

る社会のことです。 

 

【ユニバーサルデザイン】 

文化・言語・国籍の違い、老若男女と

いった差異、障害・能力の如何を問わず

に、できるだけ多くの人が利用すること

ができる施設・製品・情報の設計（デザ

イン）のことです。 

 

【容積率】 

建築物の延べ面積の敷地面積に対する

割合のことです。延べ面積とは、建築物

の各階などで壁、その他の区画の中心線

で囲まれた部分の水平投影であるところ

の床面積の合計です。建築基準法では用

途地域ごとに建築物の容積率の最高限度

を定めることとしています。これは、建

築物の密度規制を行うことにより、公共

施設の整備状況など当該地域の水準に見

合った密度に抑えるための規制です。 

なお、平成 9 年の建築基準法改正によ

る「集合住宅の共用部容積不算入」など

により、住宅の容積緩和が行われており、

同じ指定容積率であっても、かつての床

面積を上回る規模の集合住宅の建築が可

能となっています。 
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【用途地域】 

都市機能の維持増進、住環境の保護な

どを目的とした土地の合理的利用を図る

ため、都市計画法に基づき、建築物の用

途、容積率、建ぺい率および各種の高さ

について制限を行う制度です。用途地域

は優先的に市街化すべき市街化区域につ

いて定めることとされ、逆に市街化を抑

制すべき市街化調整区域については原則

として定めないこととされています。 

用途地域には、次の 12種類があります。 

①第一種低層住居専用地域 

低層住宅にかかる良好な住宅の環境

を保護するための地域です。 

②第二種低層住居専用地域 

主として低層住宅にかかる良好な住

居の環境を保護するための地域です。

多摩市域にはこの用途地域に指定され

た地区はありません。 

③第一種中高層住居専用地域 

中高層住宅にかかる良好な住宅の環

境を保護するための地域です。 

④第二種中高層住居専用地域 

主として中高層住宅にかかる良好な

住宅の環境を保護するための地域です。 

⑤第一種住居地域 

住居の環境を保護するための地域で

す。 

⑥第二種住居地域 

主として住居の環境を保護するため

の地域です。 

⑦準住宅地域 

道路の沿道としての地域の特性にふ

さわしい業務の利便の増進を図りつつ、

住居の環境を保護するための地域です。 

⑧近隣商業地域 

近隣の住宅地の住民に対する日用品

の供給を行うことを主たる内容とする、

商業その他の業務の利便を増進するた

めの地域です。 

⑨商業地域 

主として商業その他の業務の利便を

増進するための地域です。 

⑩準工業地域 

主として環境の悪化をもたらすおそ

れのない工業の利便を増進するための

地域です。 

⑪工業地域 

主として工業の利便を増進するため

の地域です。多摩市域にはこの用途地

域に指定された地区はありません。 

⑫工業専用地域 

工業の利便を増進するための地域で

す。多摩市域にはこの用途地域に指定

された地区はありません。 

 

≪ら行≫ 

【ライフスタイル】 

従来の「生活様式」ということだけで

なく、生活に対する新しい行動様式や習

慣など、文化とほぼ同じ意味で使われる

こともあります。 

 

【ライフステージ】 

人の一生を幼少年期、青年期、壮年期、

老年期などに分けたそれぞれの段階をい

います。いずれもライフサイクル（生命

の誕生から発展、消滅の過程）や生涯設

計などに関連して用いられます。 

 

【ライフライン】 

現代都市における市民生活を支える施

設あるいは設備をいいます。電気・ガス・

水道などの供給システム、下水道・廃棄

物処理などの処理システム、さらには交

通や通信システムをいいます。これらの

システムは多大な便益をもたらしている

半面、高度化・複雑化し、地震などの被
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害を受けやすく、災害時における社会的

影響が懸念されます。そのため、各施設

の災害による被害の軽減化や復旧の効率

化などの検討とともに、ライフラインシ

ステム全体として統一的・総合的な防災

対策が図られることが必要とされていま

す。 

 

【リニューアル】 

古くなったものを新しくすることです。

一般にアーバンリニューアル（都市更

新・再開発）、ストアリニューアル（店舗

改修）などがあります。アーバンリニュ

ーアルの場合、全面的につくりかえる地

区再開発、骨格をそのままにして悪くな

った部分を改修する修復型再開発、古い

ものを残し悪化しないように施す保全型

再開発などの手法があります。 

本計画では、全面的なつくりかえだけ

ではなく、様々な手法を意味しているこ

とから、住宅団地や公園の更新手法とし

て用いています。 

 

【緑道】 

広義には自動車交通と分離させて系統

的に設けられた歩行者のための道であり、

公園的に整備されるとともに、各種の公

共公益施設を有機的に連絡することによ

り、多目的空間として機能するものをい

います。 

狭義には、都市公園の一種の緑地とし

て都市計画決定され、整備されるもので

す。これは、災害時における避難経路の

確保、市街地における都市生活の安全

性・快適性の確保などを図ることを目的

とした、植樹帯および歩行者道路または

自転車道路を主体とする緑地です。 

 

 

【特別緑地保全地区】 

都市緑地法に基づく制度の一種で、都

市に残された緑地を保全するために指定

される地区です。 

都市計画区域内の緑地で、①無秩序な

市街化の防止、公害又は災害の防止など

のための遮断地帯、緩衝地帯又は避難地

帯として適切なもの、②神社、寺院など

の建造物や遺跡などと一体となって、地

域において伝統的又は文化的意義を有す

るもの、③風致や景観が優れている、又

は、動植物の生息地となっており、地域

の住民の健全な生活環境を確保するため

必要なものについて指定することができ

ます。特別緑地保全地区内の土地所有者

には、税制優遇や管理負担の軽減等があ

りますが、緑地の保全上影響を及ぼすお

それのある行為は、都道府県知事の許可

を要します。 

 

【レクリエーション】 

人間の生活時間の過ごし方の一つで、

仕事や勉強などの疲れを娯楽・休養など

により精神的・肉体的に癒すこと、もし

くはそのために行う行為です。類義語と

しては、レジャー、遊び、観光、行楽な

どがあります。 

 

≪わ行≫ 

【ワークショップ】 

学びや創造、問題解決やトレーニング

の手法のことです。参加者が自発的に作

業や発言をおこなえる環境が整った場に

おいて、ファシリテーターと呼ばれる司

会進行役を中心に、参加者全員が体験す

るものとして運営されます。
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